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   船舶事故調査報告書 

 

平成３０年８月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２９年９月２日 ２０時５０分ごろ 

発生場所 岡山県玉野
た ま の

市宇野
う の

港 

 宇野港第２突堤防波堤灯台から真方位２９５°５９０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２９.５′ 東経１３３°５７.１′） 

事故の概要 旅客フェリー第一しようどしま丸は、着桟作業中、甲板員が車両甲

板に転落して負傷した。 

事故調査の経過 平成２９年９月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー 第一しようどしま丸、９８７トン 

１３６４８６、四国フエリー株式会社（船舶所有者、Ａ社）、四国

急行フェリー株式会社（船舶借入人） 

７１.８５ｍ×１４.３０ｍ×３.６９ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２,６４６kＷ、平成１２年９月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成４年１０月１４日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２９年８月３１日 

免状有効期間満了日 平成３４年１０月１３日 

本件甲板員 男性 ３９歳 

四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成１６年３月１５日 

免 状 交 付 年 月 日  平成２６年１月２８日 

免状有効期間満了日 平成３１年３月１４日 

 死傷者等 重傷 １人（本件甲板員） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 

 事故の経過 

 

 本船は、船長及び本件甲板員ほか４人が乗り組み、旅客３０人及び

車両１０台を乗せ、平成２９年９月２日の最終便として香川県高松市

高松港を出港し、宇野港宇野地区のフェリー乗り場岸壁に船首着けで
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着岸した。 

船長は、旅客及び車両を船首ランプウェイから降ろした後、‘本船

を翌朝の第１便出港まで待機させる目的で、右舷側の桟橋に係留’

（以下「夜間係留」という。）作業を開始することとした。 

船長は、船橋で夜間係留作業の指揮をとり、航海士を右舷船首部の

甲板で船首ランプウェイの昇降作業に、本件甲板員を車両甲板の両舷

側壁に設けられた開口部のうち、‛右舷側の船首から５個目の開口部

内側の舷縁’（以下「本件作業場所」という。）に設けられた係船用の

ボラード（以下「本件ボラード」という。）へ係船索をとる作業に、

別の甲板員を‘右舷側の船尾から４個目の開口部内側の舷縁’（以下

「船尾作業場所」という。）に設けられた係船用のボラード（以下

「船尾ボラード」という。）へ係船索をとる作業にそれぞれ当たらせ

た。 

本件甲板員は、車両甲板で車輪止めの片付けを行った後、本件ボラ

ードに船首方からの係船索（以下「本件係船索」という。）１本及び

船尾方からの係船索１本を係止する予定で、本件作業場所に向かっ

た。 

本件甲板員は、垂直梯子
は し ご

を昇って本件作業場所の船尾側に移動した

後、右舷船首方を向いて立ち、桟橋上にいた陸上作業員から受け取っ

た本件係船索を手繰り寄せて引き上げ、２０時５０分ごろ先端のアイ

を本件ボラード船尾側の係船柱にかけた直後、車両甲板に転落した。 

航海士は、船首ランプウェイの操作中、周囲の安全確認を行い、船

尾方を向いたところ、車両甲板上で倒れている本件甲板員を認め、直

ちに船長に本事故の発生を知らせるとともに、陸上作業員に救急車の

要請を依頼した。 

船長は、船橋で待機中、航海士から船内マイクで連絡を受けて本事

故の発生を知り、Ａ社にその旨を知らせた。 

本件甲板員は、救急車で病院に搬送され、約３か月の加療を要する

左大腿骨転子下
て ん し か

骨折と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、付図２ 一般配置図、付図３ 本事

故時の配置図、付図４ 本事故時の本件作業場所状況図、写真１  

本件作業場所、写真２ 本件ボラード付近、写真３ 船尾ボラード

付近 写真４ 本件係船索 参照） 

 その他の事項 本船は、夜間係留時、約４ｍ船尾方に移動して岸壁から船首ランプ

ウェイを離し、右舷船首部の甲板のボラードに１本、本件ボラードに

２本、船尾ボラードに２本の係船索をそれぞれ右舷側の桟橋にとって

係留していた。 

本件作業場所は、右舷側壁に設けられた開口部内側の舷縁を、船首

尾方向にスタンションで区切り、ほぼ中央に本件ボラードを設置した

区画で、船首尾方向の長さが約２.１０ｍ、幅が約０.３２ｍ、車両甲
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板からの高さが約２.４６ｍであった。 

本件ボラードは、直方体状の基台の上に船首尾方向に２本の係船柱

が並んだ形状であり、基台の船首尾方向の長さ約０.９０ｍ、幅約０.

３２ｍ、高さ約０.１０ｍ、係船柱は直径約０.２２ｍ、高さ約０.４

３ｍの円柱状のものであった。 

本件作業場所は、滑り止めが施されておらず、本事故当時、車両甲

板及び桟橋の照明によって明るく、乾いた状態であった。 

本船は、平成２９年４月、香川県土庄
とのしょう

町土庄港と高松港との間の

航路から、宇野港と高松港との間の定期航路に変更となった際、陸上

側の係船ビットの位置が以前と異なっていたので、本件作業場所に本

件ボラードを新たに設け、夜間係留時のみに使用していた。 

Ａ社は、従来から、船尾作業場所には固定式補助足場を設けて作業

場所を広げていたが、本件作業場所に本件ボラードを設置する際、補

助足場を設けると、船体が動揺した際に積載した大型車両の車体と接

触するおそれがあるので、補助足場を設けていなかった。 

本件係船索は、直径約８cm の合成繊維製であり、長さ約７.７ｍの

両端に直径約０.９ｍのアイが設けられていた。 

本件甲板員は、保護帽、半袖の作業服、作業ズボン、滑り止め付き

の軍手及び安全靴を着用していた。 

本件甲板員は、Ａ社に入社後、約２０年間、宇野港と高松港間の旅

客フェリーに甲板員として乗船しており、係留作業に慣れていた。 

本船は、日頃、乗組員がマストなどで作業を行うときは、安全ベル

トを使用して作業に当たっていた。 

船員労働安全衛生規則によれば、次のとおりである。 

（高所作業） 

第５１条 船舶所有者は、床面から２ｍ以上の高所であつて、墜落

のおそれのある場所における作業を行わせる場合には、次に掲げる措

置を講じなければならない。 

一 作業に従事する者に保護帽及び命綱または安全ベルトを使用さ

せること。（中略） 

五 作業に従事する者との連絡のための看視員を配置すること。 

ただし、事故があつた場合に速やかに救助に必要な措置をとる

ことができる状態で二人以上の者が同時に作業に従事するとき

は、この限りでない。（以下省略） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、宇野港において、夜間係留作業中、Ａ社が、高所である本

件作業場所で、本件甲板員に本件係船索をとらせる際、安全ベルトを
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使用させる措置をとっていなかったことから、本件甲板員が、本件作

業場所から車両甲板に転落して負傷したものと考えられる。 

本件作業場所は、車両甲板からの高さが２ｍを超えており、車両甲

板又は船外に転落するおそれがある高所なので、本件作業場所での作

業は高所作業に当たり、保護帽及び命綱又は安全ベルトを使用する必

要があったものと考えられる。 

Ａ社は、本件作業場所で本件ボラードに係船索をかける作業が高所

作業に当たると認識していなかったので、作業者に対して、同作業に

当たる際に命綱又は安全ベルトを使用させる措置をとっていなかった

ものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、宇野港において、夜間係留作業中、Ａ社

が、高所である本件作業場所で、本件甲板員に本件係船索をとらせる

際、安全ベルトを使用させる措置をとっていなかったため、本件甲板

員が、本件作業場所から車両甲板に転落して負傷したことにより発生

したものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次の改善措置をとった。 

・本件作業場所に安全ベルト係止専用のパイプ等及び折り畳み式の

補助足場を新たに設置した。 

・高所作業を行う際は、必ず安全ベルト及び保護帽を着用すること

とし、社内各船の船長宛てに文書を配布して、作業時の着用を周

知徹底するよう指示した。 

・夜間係留作業前に、航海士が、甲板員の保護帽及び安全ベルトの

着用状況を確認してから作業に当たらせることとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・高所作業を行う際は、船員労働安全衛生規則に基づき、安全ベル

トを使用するとともに看視員を配置して転落事故の防止策を図る

こと。 

・乗組員は、高所作業を行う場合、常に声を掛け合って二人一組で

作業を行うなど、安全対策を講じること。 

・係留設備は、適切な広さの作業場所に設置すること。 

・作業時に作業場所を適切に確保することが困難な場合、補助の足

場等を設けて使用すること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 



 

- 6 - 

付図２ 一般配置図

 

 

付図３ 本事故時の配置図 
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写真１ 本件作業場所 
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付図４ 本事故時の本件作業場所状況図 
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写真３ 船尾ボラード付近 
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船
首
側 

写真２ 本件ボラード付近 

本事故後に設置した 
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